
（参考）令和３年度総合防災訓練大綱 （令和３年５月２５日 中央防災会議決定） （抜粋）

５．地方公共団体等における防災訓練等
（３）地域の実情に応じた訓練
各地域により訓練が必要とされる災害の種類等が異なることから、地震災害、津波災害、風水害、竜巻災害、土砂災
害、火山災害、雪害、原子力災害等の過去の災害発生履歴等を踏まえ、当該地域において特に訓練の必要性が高
い災害を想定し、多数の住民の参加による、地域の実情に応じた訓練の積極的な実施に努める。（中略）
（別紙２ 「地方公共団体等における防災訓練の実施例」参照）

＜別紙２ 地方公共団体等における防災訓練の実施例＞
５ ライフラインの確保・対応、物資の調達・輸送等の訓練
防災関係機関等が一体となって、ライフライン等の確保、情報化対応及び物資の調達・輸送等の円滑化に向け、以
下の訓練に努める。
○通信・電力・ガス・上下水道等のライフラインの地域、企業等において行う代替手段等の確保、関係機器の点検と
その使用方法の習熟等の訓練

○ライフライン施設における、相互応援も含んだ応急復旧等の訓練
○災害廃棄物の都道府県単位での処理体制の確保に関する訓練 ←追加
○住居、事務所等の倒壊に備えた応急用資機材の確保、調達、応急復旧等の訓練 （以下略）

5/25（火）に、国や自治体が防災訓練を企画・実施する際の基本方針を定める「総合防災訓練
大綱」（中央防災会議決定）が改定され、「地方公共団体等における防災訓練の実施例」の一
つとして、新たに、「災害廃棄物の都道府県単位での処理体制の確保に関する訓練」が位置付
けられた。
今後、都県が災害廃棄物処理の訓練を実施する場合には、関東地方環境事務所としても積極的
に連携していきたい。また、都県の総合防災訓練の現場等での関係各機関との連携強化及び顔
の見える関係の構築に引き続き取り組んで参りたい。

災害廃棄物処理に係る都県との連携強化について 資料５
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